
　
「
新
専
門
医
制

度
」
が
2
0
1
7

年
4
月
の
研
修
開

始
ま
で
一
年
を

切
っ
た
今
、
各
方

面
か
ら
不
安
や
疑

問
の
声
が
噴
出
し
、
情
勢
は
激

動
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
「
新

専
門
医
制
度
」
と
い
う
新
た
な

仕
組
み
が
で
き
る
き
っ
か
け
の

一
つ
は
、
日
本
に
は
医
師
法
な

ど
を
根
拠
法
に
し
た
国
と
し
て

の
専
門
医
認
定
制
度
が
な
く
、

各
学
会
が
独
自
で
制
度
設
計
し

て
認
定
し
て
き
た
こ
と
に
よ

り
、
質
の
保
証
の
な
い
医
師
の

診
療
行
為
が
許
容
さ
れ
て
い
る

と
い
う
批
判
で
あ
っ
た
。
質
が

担
保
さ
れ
た
専
門
医
を
、
学
会

か
ら
独
立
し
た
中
立
的
な
第
三

者
機
関
で
認
定
す
る
新
た
な
仕

組
み
と
し
て
、「
新
専
門
医
制

度
」
が
構
想
さ
れ
、
第
三
者
機

関
で
あ
る
一
般
社
団
法
人
日
本

専
門
医
機
構
が
発
足
し
た
。

　
2
0
1
5
年
8
月
に
は
、
専

門
医
機
構
に
よ
る
都
道
府
県
対

象
説
明
会
が
開
催
さ
れ
、
準
備

は
着
々
と
進
め
ら
れ
て
き
た

が
、
今
年
2
月
厚
労
省
の
社
会

保
障
審
議
会
医
療
部
会
で
「
新

専
門
医
制
度
」
を
め
ぐ
り
多
く

の
懸
念
が
噴
出
し
た
た
め
、
3

月
に
は
「
専
門
医
養
成
の
在
り

方
に
関
す
る
専
門
委
員
会
」
の

第
1
回
会
議
が
開
催
さ
れ
る
運

び
と
な
っ
た
。

　
懸
念
の
主
な
も
の
は
、
研
修

シ
ス
テ
ム
が
大
学
病
院
や
大
病

院
を
中
心
と
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
地
域
医
療
に
悪
影
響
を
及

ぼ
す
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ

と
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
医
師

の
偏
在
を
防
ぐ
た
め
に
地
域
連

絡
協
議
会
が
設
置
さ
れ
た
が
、

多
く
の
都
道
府
県
で
機
能
し
て

い
な
い
こ
と
。
各
診
療
科
で
の

専
門
研
修
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
内
容

の
違
い
が
か
な
り
あ
り
、
診
療

科
偏
在
を
助
長
す
る
恐
れ
が
あ

る
こ
と
等
だ
。

　
も
と
も
と
国
に
と
っ
て
「
新

専
門
医
制
度
」
は
、
医
療
・
介

護
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
改
革
の

一
環
で
あ
り
、
そ
の
狙
い
に
は

病
床
機
能
分
化
と
医
師
数
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
も
見
え
隠
れ
し
て
い

る
。

　
白
紙
撤
回
が
叫
ば
れ
、
国
が

調
整
に
乗
り
出
し
た
今
こ
そ
、

我
々
当
事
者
が
本
当
に
国
民
の

た
め
に
な
る
「
新
専
門
医
制

度
」
と
は
い
か
な
る
も
の
な
の

か
、
そ
も
そ
も
何
の
た
め
の
専

門
医
資
格
な
の
か
を
真
剣
に
考

え
議
論
し
、
声
を
あ
げ
真
の
プ

ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
オ
ー
ト
ノ

ミ
ー
を
実
現
す
る
時
で
あ
る
。

こ
こ
が
正
念
場
！

 

「
新
専
門
医
制
度
」
の
ゆ
く
え

　
熊
本
を
は

じ
め
と
す
る

一
連
の
地
震

で
被
災
さ
れ

た
方
々
に
心
よ
り
お
見
舞
い
申

し
上
げ
る
。
こ
の
震
災
で
は
熊

本
市
民
病
院
を
は
じ
め
一
般
診

療
所
な
ど
多
く
の
医
療
機
関
に

被
害
が
生
じ
、
医
療
の
提
供
に

支
障
を
き
た
し
て
い
る
。幸
い
、

続
々
と
各
地
か
ら
災
害
派
遣

チ
ー
ム
が
被
害
地
に
送
り
込
ま

れ
活
動
を
開
始
し
て
い
る
▼
同

様
の
こ
と
は
5
年
前
の
東
日
本

大
震
災
で
も
見
ら
れ
、国
内
外

か
ら
多
数
の
組
織
が
救
援
に
か

け
つ
け
て
く
れ
た
。
今
回
の
救

援
も
含
め
感
謝
し
た
い
。当
然
、

他
国
で
災
害
が
あ
っ
た
場
合
に

は
、
日
本
も
同
様
に
救
援
活
動

を
す
る
だ
ろ
う
し
、す
る
べ
き

で
あ
る
▼
今
回
、米
軍
は
救
援

物
資
輸
送
に
オ
ス
プ
レ
イ
を
投

入
し
て
活
動
し
て
い
る
。し
か

し
な
が
ら
、日
本
国
内
で
は
ま

だ
オ
ス
プ
レ
イ
の
飛
行
に
つ
い

て
不
安
を
持
つ
人
も
あ
る
。実

際
、「
安
全
性
の
宣
伝
」と
か「
政

治
利
用
」と
か
い
う
語
が
見
ら

れ
る
記
事
も
あ
る
。
こ
の
時
期

に
被
災
者
が
さ
ら
に
不
安
に
な

る
よ
う
な
こ
と
は
避
け
た
ほ
う

が
良
い
の
で
は
な
い
か
▼
災
害

対
策
に
は
災
害
発
生
後
の
対
応

の
計
画
、
備
え
が
必
要
な
こ
と

は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、常
か
ら
被

災
者
の
安
心
が
得
ら
れ
る
よ
う

な
準
備
、対
策
が
求
め
ら
れ
る
。

原
発
の
存
在
な
ど
は
、被
災
者

に
は
不
安
な
こ
と
で
は
な
い
か

と
ご
心
配
申
し
上
げ
る
▼
大
き

な
災
害
に
関
連
し
て
安
全
性
に

不
安
の
あ
る
航
空
機
や
、
災
害

時
に
ど
う
し
て
も
危
険
が
心
配

さ
れ
る
原
子
力
発
電
施
設
の
存

在
を
含
め
、
改
め
て
災
害
に
つ

い
て
考
慮
し
て
み
る
機
会
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。 （m

ykonos

）

　
厚
生
労
働
省
の
医
療
従
事
者

の
需
給
に
関
す
る
検
討
会
は
、

4
月
20
日
に
「
第
2
回
医
療
従

事
者
の
需
給
に
関
す
る
検
討

会
・
第
5
回
医
師
需
給
分
科

会
」
を
開
催
。「
中
間
と
り
ま

と
め
」
に
向
け
た
議
論
を
行
っ

た
。

　
厚
生
労
働
省
は
「
ご
議
論
い

た
だ
き
た
い
事
項
に
つ
い
て

（
案
）」
と
題
し
て
論
点
提
示

し
、「
十
分
あ
る
診
療
科
の
診
療

所
の
開
設
に
つ
い
て
、
保
険
医

の
配
置
・
定
数
の
設
定
や
、
自

由
開
業
・
自
由
標
榜
の
見
直
し

を
含
め
て
検
討
」
す
る
こ
と
を

提
起
し
た
。

需
要
超
え
る
開
業
を
制
限

　
医
師
需
給
分
科
会
で
は
第
3

回
会
合
（
3
月
3
日
）
に
医
師

偏
在
に
か
か
わ
っ
て
委
員
と
厚

労
省
が
意
見
を
交
わ
す
場
面
が

あ
っ
た
。

　
第
4
回
会
合
で
は
「
地
域
に

お
け
る
診
療
機
能
」
の
「
需
要

を
大
き
く
超
え
る
よ
う
な
診
療

機
能
へ
の
就
業
・
開
設
に
つ
い

て
、
一
定
の
制
限
が
必
要
で
は

な
い
か
」
と
の
論
点
も
挙
げ
ら

れ
た
。

　
協
会
は
、
今
回
の
医
師
需
要

推
計
が
地
域
医
療
構
想
で
の
必

要
病
床
数
推
計
同
様
の
手
法
で

は
じ
き
出
さ
れ
て
お
り
、
地
域

医
療
構
想
と
リ
ン
ク
す
れ
ば

「
自
由
開
業
医
制
と
衝
突
す
る
」

と
指
摘
し
て
い
た
（
2
9
6
2

号
既
報
）。

医
師
管
理
本
格
化
か

　
論
点
提
示
で
は
、「
新
専
門

医
制
度
」
に
関
連
し
「
専
攻
医

の
募
集
定
員
に
つ
い
て
は
、
診

療
領
域
ご
と
に
、
地
域
の
人

口
、
症
例
数
等
に
応
じ
た
地
域

ご
と
の
枠
を
設
定
す
る
こ
と
を

検
討
し
て
は
ど
う
か
」、
医
療

計
画
と
関
わ
っ
て
「
都
道
府
県

が
策
定
す
る
医
療
計
画
に
お
い

て
、
医
師
数
が
不
足
す
る
特
定

の
診
療
科
・
地
域
等
に
つ
い

て
、
確
保
す
べ
き
医
師
数
の
目

標
値
を
設
定
し
、
専
門
医
等
の

定
員
の
調
整
を
行
え
る
よ
う
に

し
て
は
ど
う
か
」、
各
都
道
府

県
の
地
域
医
療
支
援
セ
ン
タ
ー

を
「
所
在
地
の
医
育
機
関
と
の

連
携
を
講
じ
た
上
で
、
医
学
部

入
学
か
ら
生
涯
に
わ
た
っ
て
医

師
の
キ
ャ
リ
ア
形
成
・
異
動
を

把
握
し
、
医
師
の
キ
ャ
リ
ア
形

成
支
援
、
配
置
調
整
が
で
き
る

よ
う
、
そ
の
機
能
を
強
化
し
て

は
ど
う
か
」と
の
記
述
も
あ
る
。

　
浮
か
び
上
が
る
の
は
、
地
域

医
療
構
想
も
含
め
た
医
療
計

画
、「
新
専
門
医
制
度
」
と

い
っ
た
新
た
な
仕
組
み
の
、
国

に
よ
る
医
師
管
理
・
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
へ
の
活
用
で
あ
る
。

　
医
師
や
診
療
科
の
偏
在
を
解

消
し
、
い
つ
で
も
・
ど
こ
で

も
・
誰
で
も
が
医
療
に
ア
ク
セ

ス
で
き
る
環
境
を
実
現
し
、
安

心
し
て
暮
ら
せ
る
地
域
づ
く
り

を
め
ざ
す
こ
と
は
当
然
で
あ

る
。
し
か
し
、
国
の
医
療
費
抑

制
策
の
延
長
線
上
で
、
医
師
の

開
業
や
医
療
の
在
り
方
へ
の
管

理
手
法
を
導
入
す
る
こ
と
は
、

決
し
て
看
過
で
き
な
い
。

自
由
開
業
医
制
の
見
直
し
議
論
俎
上
へ

保
険
医
定
数
制
を
論
点
提
示

　
「
原
発
再
稼
働
を
や
め
、
再

生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
中
心
の
社

（
4
面
）

会
へ
の
転
換
を
求
め
る
署
名
」

（
本
紙
2
9
4
9
号
同
封
）、

「
戦
争
法
の
廃
止
を
求
め
る
統

一
署
名
」（
同
2
9
5
6
号
同

封
）
に
つ
い
て
、
4
月
15
日
ま

で
に
そ
れ
ぞ
れ
1
7
9
筆
と
1

7
3
筆
が
集
ま
っ
た
。協
会
は
、

保
団
連
を
通
じ
4
月
21
日
に
大

島
理
森
衆
議
院
議
長
、
山
崎
正

昭
参
議
院
議
長
、
安
倍
晋
三
内

閣
総
理
大
臣
に
署
名
を
提
出
。

ご
協
力
い
た
だ
い
た
会
員
諸
氏

に
は
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
る
。

な
お
、
お
手
許
に
集
約
し
た
署

名
が
あ
れ
ば
、
協
会
に
ご
送
付

い
た
だ
き
た
い
。

　
ま
た
、「
さ
ら
な
る
患
者
負

担
増
計
画
の
中
止
を
求
め
る
請

願
署
名
」
活
動
に
も
協
会
は
取

り
組
ん
で
お
り
、
1
万
筆
集
約

を
目
標
と
し
て
い
る
。

　
患
者
を
医
療
か
ら
遠
ざ
け
る

厚労省検討会

負
担
増
に
断
固
反
対
し
、
国
に

現
場
の
医
師
の
声
を
届
け
た
い

と
考
え
て
い
る
。
ぜ
ひ
と
も
患

者
署
名
へ
の
ご
協
力
を
お
願
い

し
た
い
。

　
な
お
、
署
名
用
紙
10
枚
を
本

紙
2
9
6
1
号
に
同
封
さ
せ
て

い
た
だ
い
た
が
、
さ
ら
に
枚
数

が
必
要
な
場
合
は
協
会
事
務
局

へ
ご
連
絡
い
た
だ
き
た
い
。

被災された皆さまに
謹んでお見舞いを申し上げます
　４月14日より発生している熊本県を中心とした一連の地震により犠牲
となられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、衷心より哀悼
の意を表します。また被災された皆さま方には、心よりお見舞い申し上
げるとともに、一日も早い復興に向け、微力ながら尽力を致す所存です。

2016年４月19日　京都府保険医協会

　協会は下記の口座を開設して救援募金活動を行います。次号本紙にて振込用
紙を同封しますので、ぜひご協力をお願いいたします。
※ 専用の振込用紙がなくても京都銀行のＡＴＭからの振込みなら、手数料が無
料になります。京都銀行以外からの振込の場合は、手数料をご負担いただく
ことになります。

　協会は下記の口座を開設して救援募金活動を行います。次号本紙にて振込用

救援募金にご協力を！

■振込先口座　京都銀行　本店　普通　5 1 8 3 9 2 8
■口座名義　　京都府保険医協会　熊本地震救援募金　理事長垣田さち子
（キョウトフホケンイキョウカイ　クマモトジシンキュウエンボキン
　リジチョウカキタサチコ）

患者署名にご協力を！
原発・戦争法は一次分を提出

2 0 1 6 年 (平成 2 8 年) 5 月 5 日 第 2 9 6 4 号京 都 保 険 医 新 聞 毎月 5日･20日･25日発行( 1 )

メディカルページ http://www.healthnet.jp　保険医専用サイト http://www.hokeni.jp（ユーザー名・パスワードとも kyohoi)　メールアドレス info@hokeni.jp

主な内容

2
0
1
6

診
療
報
酬
改
定
こ
う
み
る
④ 

（
2
面
）

地
区
医
師
会
と
の
懇
談（
与
謝
・
北
丹
、
中
東
）

 

（
3
面
）

政
策
解
説
・
第
３
期
医
療
費
適
正
化
計
画
基
本

　
　
　

方
針
に
み
る
医
療
改
革
の
今
日 



　
協
会
は
、
新
規
開
業
を
考
え
て
い
る
勤
務
医
を
対
象
に
「
新
規
開
業
予
定
者
の
た
め
の

講
習
会
」
を
3
月
13
日
に
開
催
し
た
。
共
催
は
有
限
会
社
ア
ミ
ス
、
協
賛
は
株
式
会
社

ビ
ー
・
エ
ム
・
エ
ル
。
第
1
講
目
の
「
銀
行
融
資
を
受
け
る
際
の
留
意
点
」
を
株
式
会
社

京
都
銀
行
の
山
本
雄
悟
氏
、
第
2
講
目
の
「
初
め
が
肝
心
!
採
用
・
雇
用
・
広
告
、
失

敗
し
な
い
た
め
の
基
礎
知
識
」
を
株
式
会
社
ひ
ろ
せ
総
研
の
河
原
義
徳
氏
（
特
定
社
会
保

険
労
務
士
）
が
そ
れ
ぞ
れ
講
師
を
務
め
た
。

　
山
本
氏
は
、
ポ
イ
ン
ト
は
事

業
計
画
を
し
っ
か
り
と
立
て
る

こ
と
と
し
、
戸
建
と
テ
ナ
ン
ト

開
業
の
違
い
、
開
業
地
選
定
で

の
注
意
点
、
診
療
科
別
の
必
要

な
開
業
資
金
の
違
い
を
解
説
。

自
身
で
も
あ
る
程
度
の
調
査
が

可
能
な
診
療
圏
調
査
の
方
法
を

紹
介
し
た
。
事
業
計
画
を
策
定

す
る
際
、
収
支
見
込
み
を
甘
く

設
定
す
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
の

で
、
は
じ
め
は
必
要
最
小
限
の

設
備
で
開
業
し
、
徐
々
に
専
門

性
を
高
め
る
た
め
に
大
き
く
し

て
い
く
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
計

画
を
立
て
る
よ
う
に
と
説
明
し

た
。
最
後
に
、
市
場
金
利
よ
り

も
低
利
で
魅
力
的
な
協
会
と
の

提
携
融
資
を
有
効
に
活
用
し
て

い
た
だ
く
よ
う
促
し
た
。

　
河
原
氏
は
、
採
用
・
雇
用
を

進
め
る
に
あ
た
り
、
開
業
医
は

経
営
者
と
い
う
点
で
、
勤
務
医

と
は
立
場
が
異
な
る
こ
と
を
自

覚
す
る
こ
と
が
大
事
。
ス
タ
ッ

フ
に
何
を
し
て
も
ら
う
の
か
を

明
確
に
し
、
条
件
面
等
を
伝

え
、
採
用
後
に
ト
ラ
ブ
ル
に
な

ら
な
い
よ
う
に
進
め
る
こ
と
が

大
切
で
あ
る
と
強
調
し
た
。
求

人
広
告
で
は
、
最
近
の
傾
向
と

し
て
ネ
ッ
ト
媒
体
が
増
え
て
き

て
い
る
と
紹
介
。
広
告
宣
伝
で

は
、
宣
伝
効
果
が
大
き
い
口
コ

ミ
を
重
視
し
な
が
ら
、
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
や
タ
ウ
ン
ペ
ー
ジ
の

他
、
間
接
的
に
来
院
に
つ
な
が

　
今
年
度
の
改
正
で
は
、
医
薬

品
等
の
効
率
化
・
適
正
化
に
関

連
し
て
、
投
薬
に
お
い
て
、
入

院
外
の
患
者
に
湿
布
処
方
を
す

る
場
合
、
1
回
（
1
処
方
）
原

則
70
枚
ま
で
と
さ
れ
た
。
70
枚

を
超
え
て
投
薬
し
た
場
合
、
処

方
料
・
調
材
料
・
調
剤
技
術
基

本
料
お
よ
び
超
過
分
薬
剤
料

は
、
算
定
不
可
と
さ
れ
る
。
し

か
し
、
医
師
が
疾
患
の
特
性
等

に
よ
り
必
要
性
が
あ
る
と
判
断

し
、
や
む
を
得
ず
超
過
す
る
場

合
は
、
そ
の
理
由
を
処
方
せ
ん

お
よ
び
診
療
報
酬
明
細
書
（
レ

セ
プ
ト
）
に
記
載
す
れ
ば
可
能

る
看
板
等
も
工
夫
す
る
と
効
果

的
で
あ
る
と
説
明
し
た
。

　
そ
の
他
、
株
式
会
社
ビ
ー
・

エ
ム
・
エ
ル
の
杉
井
貴
之
氏

は
、
電
子
カ
ル
テ
導
入
に
よ
る

情
報
共
有
や
管
理
等
で
の
利
便

性
を
説
明
し
、「
開
業
医
向
け

電
子
カ
ル
テ
シ
ス
テ
ム
、

Q
ualis

（
ク
オ
リ
ス
）」
を
紹

介
し
た
。

　
最
後
に
、
北
村
理
事
か
ら
、

自
身
の
開
業
経
験
、
地
区
の
住

環
境
変
化
に
よ
る
開
業
状
況
の

変
化
、
地
区
医
師
会
の
役
割
や

協
会
事
業
を
説
明
。
開
業
医
は

開
業
医
な
ら
で
は
の
や
り
が
い

を
持
っ
て
診
療
で
き
る
の
で
、

ぜ
ひ
夢
を
持
っ
て
開
業
す
る
よ

う
ア
ド
バ
イ
ス
し
、
講
習
会
を

締
め
く
く
っ
た
。

　
今
後
年
2
回
、
同
様
の
講
習

会
を
開
催
予
定
な
の
で
、
ご
興

味
の
あ
る
方
は
奮
っ
て
ご
参
加

い
た
だ
き
た
い
。

　
外
科
系
の
技
術
評
価
に
つ
い

て
は
、「
外
保
連
の
要
望
」
か

ら
、
今
回
の
新
設
要
望
2
1
0

項
目
中
考
慮
さ
れ
た
の
は
54
項

目
、
改
正
要
望
2
0
2
項
目
中

考
慮
さ
れ
た
の
は
67
項
目
で
あ

る
。
ま
た
、「
外
保
連
試
案
第

8
・
3
版
」
を
踏
ま
え
、
そ
れ

ら
の
手
術
の
う
ち
、
3
0
0
項

目
が
引
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
処
置
で
は
、
創
傷
処
置
が
1

0
0
㎠
未
満
を
除
い
て
5
点
ず

つ
引
き
上
げ
ら
れ
た
。
ま
た
、

創
傷
処
置
、
熱
傷
処
置
の
乳
幼

児
加
算
が
5
点
引
き
上
げ
ら
れ

た
。
爪
甲
除
去
（
麻
酔
を
要
し

な
い
も
の
）
が
15
点
引
き
上
げ

ら
れ
た
。

　
手
術
で
は
、
創
傷
処
理
に
つ

い
て
、「
3
．筋
肉
、
臓
器
に
達

す
る
も
の
（
長
径
10
㎝
以
上
）」

が
「
イ
．頭
頸
部
（
長
径
20
㎝

以
上
に
限
る
）」
と
「
そ
の
他
」

に
区
分
さ
れ
、「
イ
」
に
つ
い

て
は
点
数
が
引
き
上
げ
ら
れ

た
。
な
お
、「
イ
」
に
つ
い
て

は
、
長
径
20
㎝
以
上
の
重
度
軟

部
組
織
損
傷
に
対
し
、
全
身
麻

酔
下
で
実
施
し
た
場
合
に
限
り

算
定
で
き
る
。

　
ま
た
、
創
傷
処
理
、
小
児
創

傷
処
理（
6
歳
未
満
）は
ス
テ
ー

プ
ラ
ー
で
縫
合
し
た
場
合
も
算

定
で
き
る
こ
と
が
明
記
さ
れ

た
。 

　
皮
膚
、
皮
下
腫
瘍
摘
出
術

（
露
出
部
以
外
）
に
つ
い
て
、

「
3
．
長
径
6
㎝
以
上
」
が

「
3
．
長
径
6
㎝
以
上
12
㎝
未

満
」と「
4
．長
径
12
㎝
以
上
」

に
区
分
さ
れ
、「
4
」
の
点
数

が
引
き
上
げ
ら
れ
た
。

　
施
設
基
準
の
届
出
の
簡
素
化

が
図
ら
れ
、
こ
れ
ま
で
届
出
が

必
要
で
あ
っ
た
手
術
点
数
の
告

示
の
通
則
5 

、
通
則
6
に
掲

げ
る
手
術
に
つ
い
て
は
、
地
方

厚
生
局
に
届
け
出
る
必
要
は
な

く
な
っ
た
。
た
だ
し
、
年
間
手

術
件
数
の
院
内
掲
示
や
、
説
明

文
書
の
交
付
等
、
施
設
基
準
は

満
た
す
必
要
が
あ
る
の
で
注
意

さ
れ
た
い
。

　
外
保
連
の
要
求
を
踏
ま
え
、

引
き
上
げ
ら
れ
た
点
数
が
あ
る

こ
と
は
喜
ば
し
い
が
、
開
業
医

に
と
っ
て
汎
用
の
点
数
が
据
え

置
か
れ
て
い
る
点
に
は
不
満
が

あ
る
。
な
お
、
湿
布
薬
の
1
処

方
70
枚
制
限
の
評
価
に
つ
い
て

は
、
整
形
外
科
に
譲
り
た
い
。

と
な
る
。

　
ま
た
、
湿
布
薬
を
投
与
し
た

場
合
は
、
枚
数
に
か
か
わ
ら

ず
、
レ
セ
プ
ト
「
摘
要
」
欄
に

所
定
単
位
当
た
り
の
薬
剤
名
、

投
与
量
を
記
載
し
た
上
で
、

「
1
日
用
量
」
ま
た
は
「
投
与

日
数
」
を
記
載
す
る
こ
と
に

な
っ
た
。
処
方
せ
ん
で
投
薬
す

る
場
合
は
、
処
方
せ
ん
に
「
1

回
当
た
り
の
使
用
量
お
よ
び
1

日
当
た
り
の
使
用
回
数 

」
ま

た
は
「
投
与
日
数
」
を
記
載
す

る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
今
回
の
湿
布
薬
の
投
与
制
限

は
、
財
務
大
臣
と
厚
労
大
臣
と

の
間
で
政
策
的
に
決
定
さ
れ
た

こ
と
だ
が
、
医
師
の
処
方
権
を

侵
害
す
る
も
の
で
あ
り
、
納
得

で
き
な
い
。
特
に
傷
病
部
位
が

多
い
患
者
に
は
70
枚
を
超
え
る

こ
と
が
多
く
あ
る
。
医
学
的
必

要
性
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
一
律
の
算
定
制
限
に
よ
っ

て
コ
メ
ン
ト
を
レ
セ
プ
ト
に
注

記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
な

ど
、事
務
的
煩
雑
さ
も
増
え
る
。

　
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
で

は
、
運
動
器
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン（
リ
ハ
と
略
す
）（
Ⅰ
）の

項
目
が
1
単
位
1
8
0
点
か
ら

1
8
5
点
に
増
点
さ
れ
た
。
廃

用
症
候
群
リ
ハ
が
独
立
し
て

（
脳
血
管
疾
患
な
ど
リ
ハ
の
施

設
基
準
が
必
要
）、
廃
用
症
候

群
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
料

（
Ⅰ
）1
8
0
点
、
同（
Ⅱ
）
1

4
6
点
、
同
（
Ⅲ
）
77
点
が
新

設
さ
れ
た
。

　
要
介
護
被
保
険
者
等
の
維
持

期
リ
ハ
へ
の
介
護
保
険
へ
の
移

行
等
に
関
連
し
て
、
標
準
的
算

定
日
数
を
超
え
た
維
持
期
に
月

13
単
位
に
限
り
算
定
可
能
の
、

脳
血
管
疾
患
等
リ
ハ
、
廃
用
症

候
群
リ
ハ
、
運
動
器
リ
ハ
に
つ

い
て
は
、
対
象
が
要
介
護
被
保

険
者
等
（
入
院
中
の
患
者
を
除

く
）
場
合
、
60
／
1
0
0
に
減

額
さ
れ
る
（
こ
れ
ま
で
は
90
／

1
0
0
で
あ
っ
た
）。
例
え
ば

運
動
器
リ
ハ
事
例
で
み
る
と
、

運
動
器
リ
ハ
料
（
Ⅰ
）
1
1
1

点
、
同
（
Ⅱ
）
1
0
2
点
、
同

（
Ⅲ
）
51
点
と
な
り
、
介
護
保

険
の
リ
ハ
の
実
績
が
な
い
医
療

機
関
で
は
、
更
に
80
／
1
0
0

で
算
定
し
て
（
合
計
48
／
1
0

0
と
な
る
）
同
（
Ⅰ
）
89
点
、

同
（
Ⅱ
）
82
点
、
同
（
Ⅲ
）
41

点
と
な
る
。
標
準
算
定
日
数
の

1
／
3
の
期
間
を
経
過
す
る
と

（
例
え
ば
運
動
器
リ
ハ
で
は
51

日
以
降
）、
直
近
3
カ
月
以
内

に
目
標
設
定
等
支
援
・
管
理
料

を
算
定
し
て
い
な
い
場
合
は
、

上
記
の
各
々
の
点
数
の
90
／
1

0
0
の
点
数
で
算
定
す
る
（
16

年
10
月
1
日
以
降
）。

　
運
動
器
不
安
定
症
の
定
義
と

診
断
基
準
が
明
確
化
さ
れ
た
。

定
義
は
「
高
齢
化
に
と
も
な
っ

て
運
動
機
能
低
下
を
き
た
す
運

動
器
疾
患
に
よ
り
、
バ
ラ
ン
ス

能
力
お
よ
び
移
動
歩
行
能
力
の

低
下
が
生
じ
、
閉
じ
こ
も
り
、

転
倒
リ
ス
ク
が
高
ま
っ
た
状

態
」
で
あ
る
。
診
断
基
準
と
し

て
は
、
高
齢
化
に
と
も
な
っ
て

運
動
機
能
低
下
状
態
を
き
た
す

下
記
の
11
の
運
動
器
疾
患
ま
た

は
状
態
の
既
往
が
あ
る
か
罹
患

し
て
い
る
者
で
、
日
常
生
活
自

立
度
判
定
基
準
が
ラ
ン
ク
Ｊ
ま

た
は
Ａ
に
相
当
し
、
運
動
機
能

が
①
開
眼
片
脚
起
立
15
秒
未

満
、
ま
た
は
、
②
3
ｍ
Ｔ
Ｕ
Ｇ

テ
ス
ト
11
秒
以
上
の
い
ず
れ
か

の
機
能
評
価
基
準
に
あ
る
者
を

運
動
器
不
安
定
症
と
す
る
。
11

の
疾
患
・
状
態
に
は
、
脊
椎
圧

迫
骨
折
お
よ
び
各
種
脊
柱
変
形

（
亀
背
、
高
度
腰
椎
後
弯
・
側

弯
な
ど
）、
下
肢
骨
折
（
大
腿

骨
頸
部
骨
折
な
ど
）、
骨
粗
鬆

症
、
変
形
性
関
節
症
（
股
関

節
、
膝
関
節
な
ど
）、
腰
部
脊

柱
管
狭
窄
症
、
脊
髄
傷
害
（
頸

部
脊
髄
症
、脊
髄
損
傷
な
ど
）、

神
経
・
筋
疾
患
、
関
節
リ
ウ
マ

チ
お
よ
び
各
種
関
節
炎
、
下
肢

切
断
後
、
長
期
臥
床
後
の
運
動

器
廃
用
、
高
頻
度
転
倒
者
が
挙

げ
ら
れ
る
。

　
手
術
で
は
、
増
点
、
新
設
項

目
が
み
ら
れ
る
。
難
治
性
骨
折

電
磁
波
電
気
治
療
法
、
同
超
音

波
療
法
の
対
象
に
、
骨
折
非
観

血
的
整
復
術
と
骨
折
経
皮
的
鋼

線
刺
入
術
が
追
加
さ
れ
た
。
超

音
波
骨
折
治
療
法
の
対
象
に
、

骨
切
り
術
と
偽
関
節
手
術
が
追

加
さ
れ
た
。

外
保
連
要
求
で
点
数
引
き
上
げ
も

汎
用
点
数
は
据
え
置
き

湿
布
薬
投
与
制
限
は

 

医
師
の
処
方
権
侵
害
だ

外
　
科 
副
理
事
長
　
林
　
一
資

整
形
外
科
　
医
療
安
全
対
策
部
会
理
事
　
宇
田 

憲
司

丁
寧
に
基
礎
か
ら
説
明

開
業
前
の
事
業
計
画
と

 

開
業
後
の
雇
用
管
理
を
中
心
に

新
規
開
業
予
定
者
の
た
め
の
講
習
会
開
く

　医療団体である協会だからこそご案内できる、医療機関検索サイト「クリ
ニックナビ京都」を立ち上げます。患者さんには府内医療機関の診療日や時
間など、正確な情報提供を、会員の先生方には集患の一助にと考えています。
　つきましては、本紙に院長先生対象のアンケートを同封していますので、
ご協力をよろしくお願いします。

本紙2962号に案内チラシを同
封しました。裏面申込書で協会
事務局までお申込み下さい。

講　師 渡辺 雄二さん
 （『買ってはいけない』 著者）

主　催 京都府保険医協会

入場無料
定員120人
要申込

食の安全講演会
体を壊す

10大食品添加物

「クリニックナビ京都」 始めます!!会員限定 !

日　時 ６月25日（土）
 午後３時～５時30分
会　場 京都府保険医協会
 ルームＡ～Ｃ
内　容 ①基調発言
 ② 報告「戦後開業医医療・

保険医運動史エッセンス」
 ③問題共有と意見交換

日　時６月４日（土）
 午後２時～
会　場 登録会館ホール

開業医医療復権！ 地域医療を守ろう！
大転換する医療制度2016
― 医療者はどう生きるか ―
「新専門医制度」、地域医療構想…

川上から川下まで
医師の在り方そのものに大きく網を
かけた改革に医師はどう立ち向かうか

入場無料
定員70人
要申込
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協
会
は
与
謝
・
北
丹
医
師
会

と
の
懇
談
会
を
3
月
5
日
に
開

催
。
出
席
は
地
区
か
ら
与
謝
8

人
、北
丹
3
人
、事
務
局
2
人
、

協
会
か
ら
理
事
者
5
人
、
事
務

局
3
人
で
あ
っ
た
。
懇
談
会
は

与
謝
医
師
会
・
西
原
寛
常
務
理

事
の
司
会
で
進
行
。
同
会
・
中

川
長
雄
会
長
は
開
会
に
あ
た
り

「
診
療
報
酬
改
定
は
ネ
ッ
ト
で

　
「
被
ば
く
と
平
和
を
考
え
る

フ
ォ
ー
ラ
ム
／
山
下
正
寿
さ
ん

と
種
ま
き
う
さ
ぎ
」
が
、
ひ
と

ま
ち
交
流
館（
京
都
市
下
京
区
）

で
開
催
さ
れ
た
。
参
加
者
は
80

人
。フ
ォ
ー
ラ
ム
は
、広
島
・
長

崎
へ
の
原
爆
投
下
（
1
9
4
5

年
）
か
ら
71
年
、
ビ
キ
ニ
水
爆

実
験
（
1
9
5
4
年
）
か
ら
62

年
、
福
島
第
一
原
発
事
故
（
2

0
1
1
年
）
か
ら
5
年
が
経
過

し
た
今
日
、「
被
ば
く
」
を
共

通
項
と
捉
え
、
国
が
「
被
ば

く
」
を
ど
の
よ
う
に
扱
っ
て
き

た
か
を
検
証
し
、
日
本
と
世
界

の
将
来
を
市
民
が
考
え
る
場
と

し
て
企
画
さ
れ
た
。

　
フ
ォ
ー
ラ
ム
は
協
会
も
参
加

し
た
11
団
体
共
同
の
実
行
委
員

会
形
式
で
主
催
。
賛
同
団
体
に

は
、京
都
Ｙ
Ｍ
Ｃ
Ａ
、京
都
Ｙ
Ｗ

Ｃ
Ａ
、
き
ょ
う
さ
れ
ん
京
都
支

部
等
の
8
団
体
が
名
を
連
ね
た
。

　
当
日
は
3
部
構
成
で
進
行
。

第
1
部
は
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー

「
種
ま
き
う
さ
ぎ
」（
森
康
行
監

督
）
を
上
映
し
た
。
映
画
は
11

年
の
東
日
本
大
震
災
・
福
島
第

一
原
子
力
発
電
所
の
状
況
を

知
っ
て
も
ら
お
う
と
活
動
す

る
、
福
島
県
の
高
校
生
た
ち
の

朗
読
グ
ル
ー
プ
「
種
ま
き
う
さ

ぎ
」
の
メ
ン
バ
ー
の
姿
を
追

う
。
彼
ら
は
広
島
の
高
校
生
、

高
知
県
の
高
校
生
、
汚
染
水
に

苦
し
む
福
島
の
漁
師
た
ち
、
土

地
を
奪
わ
れ
た
農
業
従
事
者
や

ア
メ
リ
カ
の
核
実
験
で
60
年
以

上
も
苦
し
め
ら
れ
て
い
る
マ
ー

シ
ャ
ル
諸
島
の
人
々
ら
と
交

流
、
明
日
へ
の
「
平
和
の
種
」

を
撒
く
。旧
ソ
連
の
核
実
験
場

だ
っ
た
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
の
高
校

生
も
登
場
す
る
。

　
第
2
部
は
太
平
洋
核
被
災
支

援
セ
ン
タ
ー
事
務
局
長
の
山
下

正
寿
氏
が
講
演
。
山
下
氏
は
、

高
知
県
の
高
校
教
諭
と
し
て
1

9
8
5
年
か
ら
、
高
校
生
と
と

も
に
ビ
キ
ニ
水
爆
被
災
船
員
の

調
査
を
30
年
以
上
続
け
て
き

た
。
山
下
氏
は
、
福
島
原
発
事

故
の
政
府
対
応
や
マ
ス
コ
ミ
報

道
を
見
て
、「
ビ
キ
ニ
事
件
に

似
て
い
る
」
と
直
感
。「
消
さ

れ
よ
う
と
し
た
ビ
キ
ニ
事
件
の

実
相
を
知
ら
せ
る
こ
と
が
、
福

島
原
発
事
故
の
こ
れ
か
ら
に
立

ち
向
か
う
道
筋
を
示
す
」
と
語

る
。
山
下
氏
ら
の
活
動
で
厚
生

労
働
省
は
そ
れ
ま
で
隠
蔽
し
続

け
て
き
た
「
ビ
キ
ニ
被
災
船
資

料
」
を
14
年
に
よ
う
や
く
開

示
。
し
か
し
、
国
は
「
今
回
見

つ
か
っ
た
船
舶
（
延
べ
5
5
6

隻
・
実
数
4
7
3
隻
）
の
放
射

備
中
と
い
う
。
山
下
氏
は
「
ビ

キ
ニ
事
件
を
福
島
原
発
事
故
の

こ
れ
か
ら
に
活
か
す
た
め
に
」

と
し
て
、
長
期
化
す
る
「
フ
ク

シ
マ
」
に
寄
り
添
い
、
全
国
各

地
と
の
学
習
・
交
流
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
を
築
き
上
げ
る
こ
と

が
、
や
が
て
日
本
を
変
革
す
る

力
と
な
る
と
訴
え
た
。

　
第
3
部
は
日
本
科
学
者
会
議

京
都
支
部
代
表
幹
事
で
あ
り
、

京
都
工
芸
繊
維
大
学
名
誉
教
授

の
宗
川
吉
汪
氏
が
「
福
島
原
発

事
故
と
小
児
甲
状
腺
が
ん
」
と

題
し
て
報
告
。
福
島
の
県
民
健

康
調
査
結
果
の
統
計
学
的
分
析

か
ら
、「
福
島
原
発
事
故
は
小

児
甲
状
腺
が
ん
の
多
発
と
は
無

関
係
で
あ
る
」
と
い
う
仮
説
は

有
意
水
準
1
％
で
棄
却
さ
れ

る
。
今
後
、
小
児
甲
状
腺
が
ん

発
症
の
解
明
は
「
原
発
事
故
が

原
因
で
あ
る
」
と
い
う
前
提
で

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
報

告
し
た
。

　
参
加
者
か
ら
は
「
高
校
生
た

ち
が
各
地
で
活
動
し
て
い
る
こ

と
に
希
望
」「
資
料
の
隠
蔽
こ

わ
い
。
戦
時
中
と
一
緒
で
政
府

が
国
民
の
人
権
を
、
ど
れ
だ
け

無
視
し
て
不
利
益
に
し
て
い
る

か
」
等
の
声
が
寄
せ
ら
れ
た
。

能
の
検
知
結
果
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ

Ｐ
の
放
射
線
量
の
国
際
基
準

を
大
幅
に
下
回
っ
て
い
る
」

と
し
て
お
り
、
被
災
者
を
再

び
切
り
捨
て
る
こ
と
が
懸
念

さ
れ
る
。
山
下
氏
ら
は
被
災

船
員
の
労
災
申
請
に
と
ど
ま

ら
ず
、
国
家
賠
償
請
求
も
準

国
家
賠
償
請
求
も
視
野
に
入
れ

活
動
を
行
う
山
下
氏

マ
イ
ナ
ス
、
わ
ず
か
な

が
ら
も
本
体
プ
ラ
ス
で

あ
っ
た
が
、
2
年
後
の

介
護
報
酬
と
の
同
時
改

定
も
睨
み
な
が
ら
今

後
、
医
師
会
と
し
て
ど

う
対
応
し
て
い
け
ば
い

い
か
教
え
て
ほ
し
い
」

と
あ
い
さ
つ
。

　
続
い
て
、
垣
田
理
事

長
の
あ
い
さ
つ
の
後
、

協
会
か
ら
「『
新
専
門
医
制
度
』

に
つ
い
て
」
と
地
区
か
ら
の

テ
ー
マ
「
日
医
の
か
か
り
つ
け

医
機
能
研
修
制
度
に
つ
い
て
」

お
よ
び
「
診
療
報
酬
改
定
の
ポ

イ
ン
ト
に
つ
い
て
」
を
報
告
し

た
。
ま
た
協
会
が
要
望
し
て
い

た
退
院
か
ら
1
カ
月
以
内
の
特

定
疾
患
療
養
管
理
料
取
扱
い
な

ど
が
改
善
さ
れ
た
こ
と
も
紹
介

し
、
意
見
交
換
し
た
。

　
「
新
専
門
医
制
度
」
に
つ
い

て
、
地
区
か
ら
は
、
厚
生
労
働

省
が
モ
デ
ル
と
す
る
国
も
な
い

ま
ま
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
提
案
を
し

て
い
る
な
ら
、
見
込
み
も
な
く

今
の
体
制
を
壊
し
て
誰
が
責
任

を
と
る
の
か
と
の
質
問
が
出

た
。
協
会
は
厚
労
省
が
主
導
し

て
い
る
か
た
ち
に
は
な
っ
て
お

ら
ず
、
日
本
の
医
師
の
在
り
方

に
つ
い
て
議
論
さ
れ
る
中
で
、

プ
ラ
イ
マ
リ
・
ケ
ア
を
担
っ
て

い
る
学
会
を
中
心
に
地
域
で
医

師
を
育
て
る
べ
き
だ
と
い
う
思

い
で
進
め
ら
れ
た
と
聞
い
て
い

る
。
秋
に
京
都
で
開
催
す
る
医

療
研
究
フ
ォ
ー
ラ
ム
や
厚
労
省

懇
談
を
通
じ
、
協
会
の
問
題
意

識
に
基
づ
い
て
質
し
て
い
き
た

い
と
回
答
。 

　
地
区
か
ら
は
、「
新
専
門
医

制
度
」
に
つ
い
て
は
2
0
0
4

年
に
始
ま
っ
た
医
師
臨
床
研
修

制
度
で
大
学
医
局
へ
の
入
局
者

が
減
り
、
地
域
に
医
師
を
異
動

さ
せ
る
こ
と
が
難
し
く
な
っ
た

こ
と
か
ら
、
医
局
機
能
の
強
化

と
し
て
の
側
面
と
、「
世
界
に

通
用
す
る
専
門
医
を
つ
く
る
」

と
い
う
側
面
か
ら
創
ら
れ
て
き

た
と
の
認
識
が
示
さ
れ
た
。
協

会
が
厚
労
省
に
要
請
す
る
の
で

あ
れ
ば
、
真
面
目
な
開
業
医
の

こ
と
を
き
ち
ん
と
話
し
て
、
変

な
制
度
を
つ
く
っ
て
も
う
ま
く

い
か
な
い
と
伝
え
て
ほ
し
い
、

と
要
望
が
あ
っ
た
。

　
ま
た
、
2
0
2
5
年
に
向
け

た
在
宅
医
療
の
先
行
き
に
つ
い

て
、
医
師
は
訪
問
指
示
書
を
書

い
て
看
護
師
に
訪
問
さ
せ
る
だ

け
と
い
う
よ
う
な
あ
り
方
で
い

い
の
か
と
地
区
か
ら
質
問
。
協

会
か
ら
は
、
そ
の
よ
う
な
あ
り

方
は
在
宅
医
療
の
推
進
に
む
し

ろ
逆
行
す
る
も
の
で
は
な
い
か

と
の
懸
念
と
と
も
に
、
実
態

は
、地
域
が
壊
れ
て
い
て
、医
師

が
頑
張
っ
て
い
て
も
、
看
護
師

も
家
族
も
い
な
い
中
で
は
厳
し

い
と
の
見
方
を
示
し
た
。

　
閉
会
あ
い
さ
つ
で
は
北
丹
医

師
会
・
齊
藤
治
人
会
長
が
「
協

会
は
身
近
な
資
料
を
提
供
し
て

丁
寧
に
教
え
て
く
れ
る
」
と
の

謝
意
で
締
め
く
く
っ
た
。

　
協
会
は
、
3
月
10
日
、
中
京

東
部
医
師
会
と
の
懇
談
会
を
開
催
し
た
。
当
日
は
地
区
か
ら
4

人
、
協
会
か
ら
6
人
が
出
席
し
た
。
司
会
は
中
京
東
部
医
師

会
・
安
野
哲
也
理
事
。
冒
頭
、

同
会
の
岩
野
正
宏
会
長
が
「
医

療
制
度
改
革
で
地
域
包
括
ケ
ア

な
ど
が
次
々
と
打
ち
出
さ
れ
る

中
、
地
区
医
師
会
も
地
域
医
療

で
の
対
応
が
迫
ら
れ
、
地
区
医

師
会
が
ど
れ
だ
け
そ
れ
ら
を
担

え
る
の
か
不
安
に
思
う
。
協
会

に
は
、
上
手
く
い
っ
て
い
る
地

区
の
事
例
紹
介
を
は
じ
め
、
患

者
さ
ん
と
の
接
点
を
ど
の
よ
う

に
持
つ
か
な
ど
、
地
域
医
療
の

担
い
手
と
し
て
必
要
な
情
報
を

教
え
て
い
た
だ
き
た
い
」
と
あ

い
さ
つ
。
垣
田
理
事
長

の
あ
い
さ
つ
、
協
会
か

ら
情
報
提
供
の
後
、
意

見
交
換
を
行
っ
た
。

　
地
区
か
ら
は
、「
新

専
門
医
制
度
」
に
つ
い

て
意
見
が
出
さ
れ
、

「
本
当
に
日
本
で
実
施

で
き
る
の
か
と
疑
問
に

思
う
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

は
医
療
の
公
営
化
決
定

か
ら
実
現
ま
で
に
1
0
0
年
以

上
か
か
っ
て
い
る
。
そ
れ
ぐ
ら

い
時
間
を
か
け
て
作
っ
て
い
か

な
い
と
実
現
は
困
難
だ
。
欧
州

諸
国
で
は
入
院
と
救
急
は
病

院
、
外
来
は
診
療
所
と
完
全
に

役
割
分
担
し
て
い
る
。
日
本

で
、
外
来
を
す
べ
て
診
療
所
の

総
合
診
療
専
門
医
が
担
う
と
す

れ
ば
、
眼
科
や
耳
鼻
科
専
門
、

内
視
鏡
専
門
な
ど
な
く
な
っ
て

し
ま
う
。『
新
専
門
医
制
度
』

に
は
、
こ
う
し
た
種
々
の
問
題

で
議
論
の
余
地
が
あ
る
と
思

う
」
と
の
意
見
が
あ
っ
た
。

　
こ
れ
に
対
し
協
会
か
ら
は

「『
新
専
門
医
制
度
』
の
問
題
は

全
国
に
先
駆
け
て
議
論
し
て
き

た
。
地
域
医
療
の
観
点
か
ら
も

問
題
点
が
明
ら
か
に
な
り
、
日

本
病
院
会
等
が
実
施
延
期
の
声

を
上
げ
始
め
た
。
若
手
医
師

は
、
初
期
臨
床
研
修
終
了
後
3

年
間
は
基
幹
研
修
施
設
と
連
携

施
設
し
か
回
れ
な
く
な
り
、
中

小
病
院
に
若
手
医
師
が
確
保
で

き
な
く
な
る
懸
念
が
で
て
き
た

か
ら
だ
。
大
学
医
局
再
編
の
問

題
と
も
絡
ん
で
く
る
。
加
え
て

病
床
削
減
を
進
め
て
い
け
ば
地

域
医
療
が
崩
壊
し
て
し
ま
う
」

と
警
鐘
を
鳴
ら
し
た
。

　
ま
た
、
こ
れ
に
関
連
し
て
地

区
よ
り
「
Ｔ
Ｐ
Ｐ
に
よ
っ
て
ア

メ
リ
カ
は
高
薬
価
の
薬
剤
を
売

り
つ
け
、
医
療
機
器
も
然
り
で

Ｔ
Ｐ
Ｐ
に
よ
っ
て
本
当
に
日
本

の
医
療
は
崩
壊
す
る
」
と
の
意

見
に
対
し
、
協
会
よ
り
、「
Ｔ

Ｐ
Ｐ
に
つ
い
て
は
ご
指
摘
の
点

の
他
、
新
し
い
治
療
方
法
や
手

術
な
ど
を
特
許
保
護
の
対
象
に

す
る
こ
と
が
言
わ
れ
て
お
り
、

新
た
に
特
許
料
の
支
払
が
必
要

に
な
り
、
費
用
の
高
止
ま
り
に

よ
っ
て
医
療
費
が
上
が
る
懸
念

が
あ
る
」
と
述
べ
た
。

　
ま
た
、
次
世
代
を
担
う
医
師

の
育
成
の
必
要
性
が
出
さ
れ
た

他
、
諸
外
国
の
医
療
制
度
紹

介
、
さ
ら
に
は
医
師
会
と
は

違
っ
た
保
険
医
協
会
の
存
在
意

義
に
つ
い
て
な
ど
、
活
発
に
意

見
交
換
が
あ
り
閉
会
し
た
。

山
下
氏
が
ビ
キ
ニ
の
実
相
を
告
発

出
席
者
21
人
で
開
催
さ

れ
た
与
謝
・
北
丹
医
師

会
と
の
懇
談

出
席
者
10
人
で
開
催
さ

れ
た
中
京
東
部
医
師
会

と
の
懇
談

「
新
専
門
医
制
度
」 へ
の
懸
念
と
不
安
語
ら
れ
る

与
謝
・
北
丹
医
師
会
と
懇
談
会

3
月
5
日
　
文
殊
荘

「
新
専
門
医
制
度
」
実
現
に
疑
問
視
の
声

中
京
東
部
医
師
会
と
懇
談
会

3
月
10
日
　
京
都
府
保
険
医
協
会
・
会
議
室

広島・長崎、ビキニ、福島から学ぶ
被ばくと平和を考えるフォーラム開く

　どんなに優秀な税理士に依頼していても、自院
で適切に記帳できていなければ経営状況を正確に
見ることはできません。ぜひ、ご参加を！
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　厚生労働省は３月24日、2018年度からの都道府県の
策定する「第３期医療費適正化計画基本方針案」を提
示した。同方針は現在進行中の第２期計画（～17年
度）からの全部改正であり、16年度中に公布される。
　ただし、外来・入院医療費にかかる具体的な「医療
費目標の算定式」は今夏に追加され、再び改正予定と
いう。

医療費適正化計画の変更点
　医療費適正化計画は、高齢者の医療の確保に関する
法律を根拠法とする法定計画。かつて小泉内閣が06年
に成立させた医療制度構造改革の一環で、都道府県単
位の医療費抑制システムの中核的な仕組みである。全
都道府県が「国民の健康の保持の推進」と「医療の効
率的な提供の推進」に関する目標を設定し、ＰＤＣＡ
サイクルで進めるよう求め、「国民皆保険を堅持し続
けていくため」「国民の生活の質の維持及び向上を確
保しつつ、今後医療に要する費用が過度に増大しな
い」※１ことを目指す。
　同計画は安倍政権期に入った15年の医療保険制度改
革関連法（持続可能な医療保険制度を構築するための
国民健康保険法等の一部を改正する法律案）で次のよ
うに改正された。
① 計画期間は６年に
　従来は５年を１期とし、都道府県の策定する保健医
療計画と計画期間が揃えられていたが、保健医療計画
に新たに地域医療構想を盛り込ことが義務づけられ、
各市町村の介護保険事業計画と密接に関連した施策展
開が求められることとなった。介護保険事業計画並び
に都道府県の介護保険事業支援計画は３年を１期とし
ており、整合を図りやすいよう、保健医療計画ともど
も計画期間を６年に変更した。これで３計画はすべて
18年度からスタートする（図１）。
② 「医療費目標」を定める
　第２期までの「医療費の見通し」を「病床機能の分
化および連携の推進の成果を踏まえた『医療に要する
費用の見込み（医療費目標）』」を定めるよう見直され

た。目標化については、全国知事会も「緊急要請」
（15年１月９日）で批判した経過がある。
③ 要因分析や対策実施を強化
　都道府県は「地域医療構想に基づく医療提供体制の
整備」「医療保険者の取組の進捗状況管理」を担う。
　なお、18年を待たずとも地域医療構想の策定時期に
よっては先行実施も可能とされ、今回、基本方針が早
々に示されることとなった。 

入院は地域医療構想
外来は「地域差」を使って「適正化」

　新たな基本方針（案）は、「医療費の適正化の取組」
について、大きく「外来医療費」と「入院医療費」に
分けて示している。
　外来医療費は２段階に分けられる。
　第１段階は、第３期計画終年度である23年に向け、
①特定健診・特定保健指導実施率（健診70％以上、保
健指導45％以上）と②後発医薬品の使用割合（80％以
上）の全国目標の達成である。この達成による医療費
縮減額を反映した外来医療費の目標を設定させる。
　第２段階は、その上でもなお残る「１人当たり医療
費の地域差」（図２）について、様々な取組を通じて
縮減させる。取組として掲げられているのは、「民間
事業者も活用したデータヘルスの推進」「ヘルスケア
ポイント（図３）※２の実施等健康づくりへのインセン
ティブ対策の強化」「重複投薬の是正」等である。
　入院医療費については、「病床機能の分化及び連携
の推進の成果等を踏まえる」とあり、医療費目標の算
定式は夏をめどに告示する。
　第２期までの「取組」は、特定健診等とあわせて
「平均在院日数短縮」がその柱だった※３が、今回の基
本方針にその文言はない。厚生労働省は「医療費の見
込みを、病床機能分化・連携、地域包括ケアシステム
の構築が推進されることによる医療の提供体制を踏ま
えた医療費の水準とすることを考えており、現時点で
は平均在院日数の短縮を取組目標とすることは考えて
いない」と説明している。これは、都道府県の策定す

る地域医療構想に基づく病床再編等を
進めることでの医療費に対する財政効
果を見込むことを意味する。次のよう
な文言もある「入院医療費について
は、適正化の取組を行う前の医療費
に、病床機能の分化及び連携の推進の
成果等を踏まえる」※４。つまり平均在
院日数短縮の前提である病床機能の分

化および連携は、「目標」に向けた取組みでなく「前
提」であり、スタートラインのような扱いと読み取れる。
　さらに「地域差」も重要なキーワードとなってい
る。国は地域差の「見える化」を推進し、「各都道府
県の疾病別医療費の地域差」「後発医薬品の使用促進
の地域差」「重複・多剤投薬の地域差」等を都道府県
に提供するという。

「診療報酬の特例」に注視
　都道府県を中心とした医療費抑制の推進は、国に
とって小泉構造改革以降の一貫した方針だが、地域医
療構想策定や「医師需給推計」（１面）の登場によっ
て実効性が高まる形となっている。加えて、実効性の
観点から注意が必要なのは「都道府県ごとの特例診療
報酬」の存在である。高齢者の医療の確保に関する法
律第14条（診療報酬の特例）は、「厚生労働大臣は」
医療費適正化計画の目標を達成し、「医療費適正化を
推進するために必要があると認めるとき」「他の都道
府県の区域内における診療報酬と異なる定めをするこ
とができる」と定めている。医療費適正化計画の結
果、たとえば推計を著しく上回った場合には、他の都道
府県と違う「特例」診療報酬が認められているのだ。
　但し、この条項は未だかつて発動されたことはな
い。だが、気になる動きはある。
　塩崎恭久厚生労働大臣はメディファクス誌のインタ
ビューで「（将来的には）そういう時代がくる可能性
はあると思う」と述べ、その上で「その前にやるべき
こともたくさんある」と語っている（16年１月７日）。
これは、15年６月の提言書「保健医療2035」が医療費
適正化手段の強化のため、「診療報酬の一部を都道府
県が主体的に決定する」ことを提言したことを受けた
発言だった。
　また、政府の「経済・財政再生計画 改革工程表」
にも「高齢者医療確保法第14条の診療報酬の特例の活
用方策について、関係審議会等において検討し、結
論。検討の結果に基づいて必要な措置を講ずる」と明
記されている。
　医療費適正化の目標達成を目指し、そのためなら
「一物二価」を戒めた歴史的所産である全国一律の診
療報酬制度さえも否定し、自由開業医制否定・医師数
コントロールにも踏み切る。いかなる聖域も認めな
い。医療制度構造改革の本性がいよいよあからさまに
見えてきた。
　先に述べた３計画のスタートする年、医療保険制度
も大きな転機を迎える。国民皆保険制度の基礎をなす

市町村国保が都道府県化
される。都道府県が提供
体制と保険財政を担い、
その結び目に医療費適正
化計画は位置することに
なる。
　都道府県を軸に進む医
療大転換に対して、協会
は皆保険の意義を訴え、
私たちとその先人が築い
てきた医療の在り方を守
り、発展させる運動を患
者さんとともにすすめて
いく。

図１

図２

政
策
解
説

〈出典〉　図１ 第94回社会保障審議会医療保険部会「医療費適正化基本方針案の概要について」（2016.3.24）
　　　　図２ 社会保障制度改革推進本部 第６回医療・介護情報の活用による改革の推進に関する専門調査会
　　　　図３ 保険者及び個人の予防・健康づくり等のインセンティブについて　厚生労働省保険局
〈脚注〉
※１　 『高齢者の医療の確保に関する法律の解説』（土佐和男編著、法研刊）
※２　 保険者が予防・健康づくりに取り組む加入者に対してヘルスケアポイントを付与し、健康グッズ等と交換

できるようにする等の取組。既に一部の健保組合や市町村で、保健事業として実施されている。
※３　 小泉医療制度構造改革で医療費適正化計画が導入された際、都道府県医療計画には「四疾病五事業」（後に

五疾病五事業及び在宅医療）の医療連携体制を書き込むことが義務化されたが、それも効率的な連携体制
を構築させ、その成果を在院日数短縮に反映させ、結果医療費を適正化する方策だった。

※４　 「医療費適正化基本方針案の概要について」（2016年３月24日厚生労働省保険局）

　厚生労働省は３月24日、2018年度からの都道府県の
策定する「第３期医療費適正化計画基本方針案」を提
示した。同方針は現在進行中の第２期計画（～17年

た。目標化については、全国知事会も「緊急要請」
（15年１月９日）で批判した経過がある。
③ 要因分析や対策実施を強化

化および連携は、「目標」に向けた取組みでなく「前
提」であり、スタートラインのような扱いと読み取れる。
　さらに「地域差」も重要なキーワードとなってい

第３期医療費適正化計画基本方針にみる医療改革の今日
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Ｑ
、
①
処
方
せ
ん
で
湿
布
薬

を
処
方
し
た
場
合
の
医
療
機
関

の
レ
セ
プ
ト
記
載
に
つ
い
て
、

「
摘
要
」
欄
に
1
日
用
量
ま
た

は
投
与
日
数
の
記
載
も
必
要
で

す
か
？

　
②
処
方
せ
ん
で
1
処
方
に
つ

き
70
枚
を
超
え
て
湿
布
薬
を
投

与
す
る
場
合
は
、
当
該
湿
布
薬

の
投
与
が
必
要
で
あ
る
と
判
断

し
た
趣
旨
を
レ
セ
プ
ト
に
も
記

載
が
必
要
で
す
か
？

　
③
新
設
さ
れ
た
Ｄ
4
1
9
の

「
6　
鼻
腔
・
咽
頭
拭
い
液
採

取
」
5
点
だ
が
、
同
一
日
に
複

数
の
検
査
を
行
う
た
め
に
複
数

回
実
施
し
た
場
合
は
、
そ
れ
ぞ

れ
算
定
で
き
る
の
か
。

　
Ａ
、
①
1
日
用
量
（
1
回
当

た
り
の
使
用
料
お
よ
び
1
日
当

た
り
の
使
用
回
数
）
ま
た
は
投

与
日
数
は
、
処
方
せ
ん
へ
の
記

載
の
み
で
よ
く
、
レ
セ
プ
ト
に

は
記
載
不
要
で
す
。

　
②
当
該
湿
布
薬
の
投
与
が
必

要
で
あ
る
と
判
断
し
た
趣
旨
を

処
方
せ
ん
「
備
考
」
欄
に
記
載

す
る
と
と
も
に
、
レ
セ
プ
ト

「
摘
要
」
欄
に
も
記
載
が
必
要

で
す
。

　
③
4
月
25
日
、
厚
労
省
は

「
1
日
に
つ
き
1
回
の
算
定
と

（
70
歳
代
前
半
男
性
）

〈
事
故
の
概
要
と
経
過
〉

　
左
下
肢
の
痺
れ
で
当
該
医
療

機
関
の
整
形
外
科
よ
り
内
科
へ

転
科
し
た
。
Ｍ
Ｒ
Ａ
の
結
果
、

下
肢
動
脈
の
閉
塞
（
左
総
腸
骨

動
脈
ほ
ぼ
1
0
0
％
、
左
外
腸

骨
動
脈
90
％
、
左
大
腿
動
脈
70

％
）
を
認
め
、
閉
塞
性
動
脈
硬

化
症
と
診
断
し
た
。
薬
物
療
法

を
開
始
し
た
が
効
果
が
な
く
、

患
者
本
人
か
ら
血
管
内
治
療
を

希
望
し
た
た
め
、
経
皮
的
下
肢

動
脈
形
成
術
（
Ｐ
Ｔ
Ａ
）
施
行

を
予
定
し
た
。
本
人
・
家
族
へ

の
術
前
説
明
で
は
、
出
血
、
血

栓
形
成
、
急
性
動
脈
閉
塞
等
の

合
併
症
の
可
能
性
は
言
及
し
た

が
、
合
併
症
が
発
症
し
た
後
の

病
態
に
つ
い
て
は
説
明
し
な

か
っ
た
。
ま
た
、
左
下
肢
の
所

見
か
ら
左
下
肢
治
療
を
同
足
か

ら
行
う
の
は
無
理
と
判
断
し

て
、
右
下
肢
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー

チ
に
す
る
こ
と
を
本
人
に
は
確

認
し
た
が
、
家
族
へ
の
説
明
は

行
っ
て
い
な
か
っ
た
。
手
術
開

始
し
て
シ
ー
ス
挿
入
し
た
が
、

　
ど
う
い
う
医
療
を
受
け
る
か
、

あ
る
い
は
受
け
な
い
か
、
決
め
る

の
は
基
本
的
に
患
者
本
人
だ
が
、

理
解
力
や
判
断
力
の
弱
い
人
、
低

下
し
て
い
る
人
も
少
な
く
な
い
。

　
そ
こ
で
医
療
機
関
は
、
ま
ず
家

族
に
頼
る
。
そ
の
時
の
家
族
の
範

囲
や
法
的
な
意
味
は
あ
い
ま
い
だ

が
、
家
族
の
同
意
を
得
て
お
け
ば

問
題
に
な
る
ま
い
と
い
う
の
が
多

く
の
現
場
の
慣
行
で
あ
る
。

　
だ
が
、
家
族
が
出
て
来
な
い
と

き
や
身
寄
り
が
い
な
い
と
き
は
困

る
。
緊
急
避
難
と
し
て
許
さ
れ
る

救
命
医
療
は
別
に
し
て
、
多
少
な

り
と
も
リ
ス
ク
を
伴
う
医
療
行
為

を
誰
の
同
意
も
得
な
い
で
実
行
で

き
る
か
。
治
療
を
打
ち
切
る
に
し

て
も
医
療
者
だ
け
で
決
め
る
の
は

ま
ず
い
の
で
は
な
い
か
…
…
。

　
そ
う
い
う
現
場
の
悩
み
は
確
か

に
増
え
て
い
る
。
医
療
方
針
の
当

否
を
誰
か
が
判
断
し
て
く
れ
る
し

く
み
が
ほ
し
い
と
い
う
需
要
の
高

ま
り
は
、
も
っ
と
も
だ
と
思
う
。

　
そ
の
議
論
に
す
ぐ
持
ち
出
さ
れ

る
の
が
成
年
後
見
制
度
で
あ
る
。

　
4
月
に
成
立
し
た
成
年
後
見
制

度
利
用
促
進
法
と
民
法
・
家
事
事

件
手
続
法
の
一
部
改
正
で
は
、
後

見
人
等
に
郵
便
開
封
、
死
後
の
事

務
処
理
を
認
め
た
ほ
か
、
医
療
・

介
護
を
受
け
る
た
め
の
支
援
の
あ

り
方
の
検
討
が
盛
り
込
ま
れ
た
。

　
利
用
促
進
法
に
は
、
障
害
者
団

体
な
ど
か
ら
「
本
人
の
法
的
能
力

を
認
め
な
い
の
は
障
害
者
権
利
条

約
に
反
す
る
」「
横
領
な
ど
不
祥

事
の
多
い
制
度
を
拡
大
す
る
よ
り

内
容
の
改
革
が
先
だ
」
と
い
っ
た

批
判
が
出
た
。
医
療
支
援
の
検
討

に
も
「
生
命
維
持
を
簡
単
に
打
ち

切
ら
れ
る
方
向
へ
進
む
の
で
は
」

と
い
っ
た
懸
念
が
示
さ
れ
た
。

　
筆
者
は
、
後
見
人
等
に
医
療
の

代
行
判
断
を
さ
せ
る
方
向
は
間
違

い
だ
と
考
え
る
。

　
現
行
法
で
、
身
上
監
護
と
し
て

医
療
や
介
護
の
手
続
き
を
す
る
の

は
後
見
人
・
保
佐
人
・
補
助
人
の

仕
事
だ
が
、
医
療
内
容
の
同
意
権

は
な
い
と
さ
れ
る
。
後
見
人
等
は

法
律
家
、
福
祉
職
、
親
族
、
市
民

が
中
心
で
、
医
療
倫
理
は
学
ん
で

い
な
い
。
本
人
か
ら
判
断
代
行
を

頼
ま
れ
た
わ
け
で
も
な
い
。

　
成
年
後
見
制
度
は
、
か
つ
て
の

禁
治
産
・
準
禁
治
産
制
度
に
代
え

て
、
1
9
9
9
年
の
民
法
改
正
で

導
入
さ
れ
た
。
事
理
弁
識
能
力
の

程
度
に
応
じ
て
後
見
・
保
佐
・
補

助
の
3
タ
イ
プ
の
適
用
を
家
庭
裁

判
所
が
決
め
る
。
悪
徳
商
法
対
策

を
含
め
た
弱
者
の
経
済
的
保
護
に

主
眼
を
置
い
て
お
り
、
主
な
テ
ー

マ
は
契
約
と
財
産
管
理
で
あ
る
。

　
強
調
し
た
い
の
は
、
制
限
行
為

能
力
者
と
い
う
民
法
の
概
念
に
基

づ
く
成
年
後
見
制
度
を
、
本
人
の

生
き
方
な
ど
他
の
領
域
に
用
い
る

の
は
お
か
し
い
と
い
う
点
だ
。

　
民
法
は
、
経
済
的
取
引
を
中
心

に
私
人
間
の
関
係
を
定
め
る
基
本

法
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
行
為
能
力

に
関
す
る
条
項
は
、
公
的
な
資
格

や
職
種
か
ら
の
排
除
に
使
わ
れ
て

き
た
。
被
後
見
人
は
選
挙
権
も
奪

わ
れ
て
い
た
（
2
0
1
3
年
に
東

京
地
裁
で
違
憲
判
決
が
出
た
あ
と

公
職
選
挙
法
改
正
で
回
復
）。

　
ど
こ
で
暮
ら
す
か
、
ど
ん
な
医

療
や
介
護
を
受
け
る
か
と
い
っ
た

こ
と
は
、
手
段
と
し
て
契
約
を
伴

う
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
本
質
的
に

は
、
個
人
の
尊
厳
と
幸
福
追
求
権

（
憲
法
13
条
）
の
テ
ー
マ
で
あ

る
。
民
法
の
枠
組
み
で
は
な
く
、

憲
法
に
立
脚
し
た
意
思
決
定
支
援

の
法
制
度
を
創
設
す
べ
き
だ
。

　
医
療
方
針
の
当
否
を
第
三
者
が

判
断
す
る
必
要
が
あ
る
な
ら
、
多

様
な
専
門
家
が
加
わ
る
公
的
機
関

を
設
け
、
集
団
的
に
検
討
す
る
し

く
み
を
作
る
の
が
よ
い
だ
ろ
う
。

生
き
方・死
に
方
は
民
法
の
守
備
範
囲
で
は
な
い

右
下
肢
の
痛
み
を
訴
え
拍
動
も

弱
く
な
り
色
も
悪
く
な
っ
た
の

で
、
結
局
、
右
下
肢
か
ら
の
ア

プ
ロ
ー
チ
を
断
念
し
た
。
更
に

右
下
肢
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
中

に
、
左
下
肢
の
動
脈
閉
塞
を
惹

起
し
て
虚
血
に
陥
っ
た
た
め
、

左
下
肢
の
治
療
と
左
下
肢
の
ア

プ
ロ
ー
チ
に
変
更
し
た
。
右
下

肢
の
痛
み
は
血
栓
に
よ
る
虚
血

で
あ
る
と
判
断
し
て
、
ヘ
パ
リ

ン
、
ウ
ロ
キ
ナ
ー
ゼ
と
ペ
ン
タ

ジ
ン
を
投
与
し
た
。
左
下
肢
の

2
カ
所
の
動
脈
形
成
後
、
左
か

ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
右
下
肢
の

血
流
回
復
に
努
め
た
が
不
能
。

そ
こ
で
家
族
に
外
科
的
右
下
肢

動
脈
血
栓
除
去
術
の
説
明
後
、

手
術
を
開
始
し
た
。
塞
栓
子
を

血
栓
と
判
断
し
血
栓
溶
解
剤
を

投
与
し
て
い
た
が
、
血
栓
は
溶

解
し
て
お
り
、
実
際
に
は
粥
腫

が
右
下
肢
に
飛
来
し
た
こ
と
が

判
明
し
た
。
右
下
肢
の
血
流
が

再
開
し
た
が
、
術
後
、
横
紋
筋

融
解
に
よ
る
急
性
腎
不
全
、
右

下
肢
の
運
動
・
知
覚
障
害
、
右

足
先
の
一
部
壊
死
な
ど
が
発
症

し
た
。

　
患
者
側
は
急
性
腎
不
全
、
右

下
肢
運
動
機
能
全
廃
、
右
足
趾

の
一
部
壊
死
な
ど
の
発
症
は
、

手
術
ミ
ス
に
よ
る
も
の
で
あ
る

と
し
て
、
治
療
費
、
慰
謝
料
を

請
求
し
た
後
に
、
訴
訟
を
申
し

立
て
た
。

　
医
療
機
関
側
は
、
術
前
の
説

明
で
は
、
合
併
症
発
症
後
の
病

態
を
説
明
し
て
い
な
か
っ
た
こ

と
、
ま
た
、
左
下
肢
治
療
の
右

下
肢
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
家

族
へ
説
明
し
て
い
な
か
っ
た
こ

と
に
つ
い
て
不
十
分
で
あ
っ
た

と
判
断
し
た
。
ま
た
、
術
中
の

右
下
肢
の
痛
み
に
つ
い
て
は
、

血
栓
に
よ
る
も
の
と
考
え
血
栓

溶
解
剤
で
対
応
し
た
判
断
は
甘

く
、
早
期
に
外
科
手
術
を
し
て

い
れ
ば
高
度
障
害
は
回
避
で
き

た
と
し
た
。

　
紛
争
発
生
か
ら
解
決
ま
で
約

4
年
8
カ
月
間
要
し
た
。

〈
問
題
点
〉

　
閉
塞
性
動
脈
硬
化
症
の
治
療

法
で
は
、
ま
ず
薬
物
療
法
を
数

カ
月
行
い
、
そ
の
治
療
推
移
を

見
て
、
観
血
的
血
管
療
法
を
行

う
の
が
通
常
で
あ
り
、
今
回
は

当
該
患
者
が
希
望
し
た
と
し
て

も
薬
物
療
法
を
開
始
し
て
3
週

間
余
り
で
血
管
療
法
を
行
っ
て

お
り
、
治
療
法
の
変
更
に
問
題

が
な
い
か
疑
問
で
あ
っ
た
。
更

に
、
そ
れ
に
伴
う
血
管
療
法
の

説
明
も
不
十
分
で
あ
り
、
事
前

検
査
も
心
電
図
で
は
安
静
時
の

み
行
う
な
ど
不
十
分
で
あ
る
と

言
え
る
。
ま
た
、
手
術
の
開
始

直
後
に
、
右
下
肢
か
ら
シ
ー
ス

が
左
の
大
動
脈
分
岐
部
を
越
え

る
こ
と
が
で
き
な
い
時
点
で
、

右
下
肢
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を

中
止
す
る
等
、
こ
の
時
点
で
検

討
を
行
う
必
要
が
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
た
。
ま
た
、
右
下
肢
の

痛
み
を
血
栓
の
み
と
考
え
た
点

に
つ
い
て
も
、
粥
腫
に
よ
る
塞

栓
も
予
見
す
べ
き
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
た
。

　
な
お
、
患
者
側
は
判
決
額
を

不
服
と
し
て
控
訴
を
し
た
が
結

局
取
り
下
げ
た
。
そ
の
間
の
利

息
を
医
療
機
関
側
が
持
つ
こ
と

に
な
り
、
若
干
納
得
の
い
か
な

血
管
療
法
に
関
す
る
敗
訴
例

な
る
」
と
の
解
釈
を
示
し
ま
し

た
（「
疑
義
解
釈
資
料
そ
の
2
」

平
成
28
年
4
月
25
日
・
厚
労
省

保
険
局
医
療
課
事
務
連
絡
）。

金
融
共
済
委
員
会

（
4
／
20
）の
開
催
状
況

　
各
地
区
か
ら
選
出
の
委
員
に

よ
り
、
共
済
制
度
の
健
全
・
安

定
運
営
を
行
っ
て
い
ま
す
。

①
三
井
生
命
と
日
本
生
命
の
経

営
統
合
に
つ
い
て

　
三
井
生
命
の
格
付
け
評
価
が

上
が
っ
た
こ
と
、
こ
れ
ま
で
通

り
契
約
は
維
持
さ
れ
る
こ
と
が

報
告
さ
れ
ま
し
た
。

②
休
補
運
営
分
科
会

　
給
付
3
件
、
加
入
7
件
を
審

査
し
全
件
可
決
し
ま
し
た
。

③
融
資
諮
問
分
科
会

　
融
資
斡
旋
1
件
を
決
定
し
ま

し
た
。

い
展
開
で
あ
っ
た
。

〈
結
果
〉

　
医
療
機
関
側
が
過
誤
を
認
め

て
第
1
審
を
終
え
た
が
、
判
決

額
を
不
服
と
し
て
患
者
側
が
控

訴
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
半
年
も

経
た
な
い
間
に
控
訴
を
取
り
下

げ
た
た
め
、
第
1
審
の
判
決
通

り
賠
償
金
を
支
払
い
終
了
し

た
。
な
お
、
判
決
額
は
患
者
側

の
請
求
額
の
3
分
の
1
に
も
満

た
な
か
っ
た
が
、
利
息
（
単
利

年
5
％
）
だ
け
で
数
百
万
円
加

算
さ
れ
る
結
果
と
な
っ
た
。

湿
布
薬
院
外
処
方
時
の
レ
セ
プ
ト
記
載
と

鼻
腔
・
咽
頭
拭
い
液
採
取
に
つ
い
て

読売新聞大阪本社編集委員　原　昌平

の
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現在ご加入の年金を一部あるいは全部解約し、新たに加入申込みされる
場合は 6 月10日（金）までに解約書類を協会事務局までご提出下さい。
保険医年金に関するお問い合わせは、京都府保険医協会・経営部会まで。

ご注意
下さい !

ただいま
加入受付中！

保険医年金
加入申込受付期間 予定利率（最低保証利率）

6月20日（月） まで
※2016年９月１日付加入

1.259％ ※昨年度実績:1.603％
　（予定利率1.259％＋配当0.344％）

保険医年金は、三井生命（幹事）・明治安田生命・富国生命・日本生命・太
陽生命・第一生命が引受保険会社となっています。

月　払　1 口  1万円 30口限度（月30万円）
一時払　1 口50万円 毎回40口（2,000万円）

加入
資格

満74歳までの協会会員
※月払増口・一時払申込みは満79歳まで

加入
口数

（2015年９月１日現在）

自
在
性
の
ポ
イ
ン
ト

＊ コツコツ貯める月払、まとまった余裕資金を一時払で着実に積
立て。

＊ 必要な時に、いつでも口数単位で解約可能。
＊ 掛金払込みの中断・再開ができます。
＊ 年金受取開始は、加入５年後から80歳（満期）の間で自由。
　 受給方法は、定額型確定年金（10・15年）と逓増型確定年金
（15・20年）の４種類の中から、受給開始時に選択。
＊ 万一の場合は、ご遺族が遺族一時金または年金として全額受給。

老後保障にこの制度

2 0 1 6 年 (平成 2 8 年) 5 月 5 日 第 2 9 6 4 号京 都 保 険 医 新 聞( 5 ) 毎月 5日･20日･25日発行

医
師
が
選
ん
だ

医
事
紛
争
事
例
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協
会
は
2
月
28
日
、
第
31
回
目
と
な
る
環
境
ハ
イ
キ
ン
グ

を
開
催
。
参
加
者
は
13
人
と
な
っ
た
。
当
日
は
久
し
ぶ
り
の

晴
天
。
あ
ち
こ
ち
で
咲
き
誇
る
梅
を
楽
し
む
1
日
と
な
っ

た
。
以
下
、
参
加
記
を
掲
載
す
る
。

　
今
回
の
ハ
イ
キ
ン
グ
は
、
梅

の
花
咲
く
京
都
御
苑
か
ら
ス

タ
ー
ト
で
す
。

　
御
苑
内
の
三
つ
の
神
社
の
う

ち
、
変
わ
っ
た
鳥
居
の
あ
る
厳

島
神
社
、
ア
オ
バ
ズ
ク
の
住
む

宗
像
神
社
を
訪
れ
ま
し
た
。

　
そ
し
て
、
新
旧
の
建
物
群
が

煉
瓦
色
で
統
一
さ
れ
た
同
志
社

大
の
キ
ャ
ン
パ
ス
を
通
り
抜
け

れ
ば
、
相
国
寺
で
す
。
静
か
で

広
い
境
内
に
は
、
法
堂
や
方

丈
、
い
く
つ
も
の
塔
頭
が
並
ん

で
い
ま
す
。

　
相
国
寺
の
北
の
住
宅
街
に

は
、
怨
霊
を
鎮
め
る
た
め
創
建

さ
れ
た
上
御
霊
神
社
が
あ
り
ま

す
。
応
仁
の
乱
の
戦
端
の
地
と

し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ

か
ら
烏
丸
通
を
越
え
、
西
陣
に

入
り
ま
す
。

　
細
い
通
り
を
西
へ
南
へ
。
尾

形
光
琳
・
乾
山
ゆ
か
り
の
妙
顕

寺
を
抜
け
れ
ば
寺
之
内
通
。
小

川
通
を
北
へ
。
表
千
家
の
不
審

庵
、
裏
千
家
の
今
日
庵
が
並
ぶ

静
か
な
通
り
で
す
。
そ
し
て
、

本
阿
弥
光
悦
が
造
っ
た
と
伝
え

ら
れ
る
庭
の
あ
る
本
法
寺
へ
。

境
内
を
で
る
と
、
水
火
天
満
宮

が
見
え
ま
す
。
水
難
火
難
除

け
、
学
問
の
神
様
で
す
。
境
内

の
桜
が
咲
く
と
、
お
社
が
桜
に

つ
つ
ま
れ
た
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　
堀
川
通
を
越
え
、
西
へ
。
住

宅
街
の
中
に
ポ
ツ
リ
と

あ
る
復
縁
の
神
様
、
櫟

谷
七
野
神
社
を
訪
ね
、

細
い
細
い
路
地
を
ク
ネ

ク
ネ
。
そ
し
て
船
岡
山

の
急
な
長
い
階
段
を
登

れ
ば
、
建
勲
神
社
で

す
。
境
内
は
意
外
に
も

大
勢
の
若
者
が
。
ア
ニ

メ
の
イ
ベ
ン
ト
の
御
朱

印
集
め
だ
っ
た
よ
う
で

す
。

　
船
岡
山
公
園
で
昼
食

を
と
り
、
左
大
文
字
や

末
廣
耳
鼻
咽
喉
科
医
院 

石
田 

亜
喜
（
西
京
）

市
内
の
緑
地
を
巡
っ
て

市
街
地
の
眺
め
を
楽
し
ん
で
、

千
本
通
に
下
り
ま
し
た
。

　
千
本
閻
魔
堂
で
は
閻
魔
様
に

お
詫
び
す
る
人
、
釘
抜
地
蔵
で

は
抜
い
て
ほ
し
い
苦
が
多
す
ぎ

る
と
ぼ
や
く
人
も
お
ら
れ
ま
し

た
。
大
根
炊
き
、
お
か
め
伝
説

で
有
名
な
千
本
釈
迦
堂
、
京
都

最
古
の
花
街
で
あ
る
上
七
軒
を

過
ぎ
れ
ば
、
ゴ
ー
ル
の
北
野
天

満
宮
で
す
。
梅
が
満
開
の
境
内

は
、
観
光
客
や
受
験
生
で
大
賑

わ
い
で
し
た
。

　
今
回
の
コ
ー
ス
を
別
の
季
節

に
歩
け
ば
、
ま
た
お
も
し
ろ
い

発
見
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
特
に

桜
の
季
節
に
は
よ
い
と
思
い
ま

す
。
ぜ
ひ
来
年
に
ど
う
ぞ
！

梅
の
香
漂
う
洛
北
を
楽
し
む

第
31
回 

環
境
ハ
イ
キ
ン
グ

お
酒
っ
て
、
本
当
に
美
味
し
い
で
す
ね
！

第
３
回 

日
本
酒
講
座

文
化
企
画

宇
田 

憲
司
（
宇
治
久
世
）

　
2
0
1
5
年
11
月
28
日
妻

と
連
れ
立
ち
、
伏
見
区
は
月
の

桂
・
増
田
徳
兵
衞
商
店
に
赴

き
、
協
会
の
第
3
回
日
本
酒
講

座
に
出
席
し
た
。
私
は
、
妻
と

異
な
り
遺
伝
的
に
ア
ル
コ
ー
ル

に
弱
く
、
宴
会
で
は
、
ビ
ー
ル

コ
ッ
プ
2
杯
、
清
酒
は
猪
口
で

10
杯
ま
で
と
緊
張
し
て
参
加
し

て
お
り
、
話
だ
け
な
ら
ば
と
安

心
し
て
同
伴
し
た
。

　
到
着
す
る
と
、
古
道
を
隔
て

て
母
屋
と
酒
蔵
と
に
分
か
れ
た

こ
じ
ん
ま
り
し
た
佇
ま
い
で
、

ア
レ
ッ
月
桂
冠
と
は
別
の
店

だ
、
と
ま
ず
は
不
見
識
を
露
呈

し
た
。
母
屋
に
入
り
、「
日
本

酒
が
で
き
る
ま
で
」
と
い
う
ビ

デ
オ
を
み
た
後
、
14
代
目
当
主

の
泉
彦
改
め
増
田
徳
兵
衞
社
長

か
ら
講
義
を
受
け
た
。
酒
造
り

は
、
即
物
的
に
は
、
蒸
し
米
に

麹
を
作
用
さ
せ
、
コ
メ
の
澱
粉

を
ブ
ド
ウ
糖
に
分
解
し
、
次
に

イ
ー
ス
ト
で
ア
ル
コ
ー
ル
に
ま

で
分
解
す
る
こ
と
と
知
っ
た
。

よ
い
酒
を
得
る
に
は
、
温
度
・

湿
度
条
件
を
含
む
よ
り
よ
い
行

程
を
演
出
し
よ
い
条
件
に
恵
ま

れ
る
必
要
が
あ
り
、
何
よ
り
も

よ
い
米
、
よ
い
水
、
よ
い
働
き

手
が
必
要
で
、
腐
敗
菌
の
混
入

な
ど
は
破
算
も
の
の
御
法
度
と

の
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
伏
見
で
は
、
特
に
よ
い
地
下

水
に
恵
ま
れ
守
り
続
け
て
お

り
、
よ
い
米
に
は
、
丹
波
地
方

の
酒
造
好
適
米
「
祝
」
を
地
元

で
無
農
薬
栽
培
し
て
収
穫
で

き
、
田
植
え
・
稲
刈
り
イ
ベ
ン

ト
に
も
繋
が
っ
て
い
る
、
と
の

こ
と
で
あ
っ
た
。

　
昔
見
た
映
画
「
越
後
つ
つ
い

し
親
不
知
」（
今
井
正
監
督
1

9
6
4
年
）で
は
、農
作
業
の
な

い
冬
場
に
主
人
公
が
季
節
労
働

者
と
し
て
伏
見
の
造
り
酒
屋
に

出
稼
ぎ
に
く
る
場
面
が
あ
っ
た

が
、
こ
の
日
、
店
の
酒
蔵
に
案

内
さ
れ
る
と
酒
造
り
が
な
さ
れ

て
お
り
、
今
や
伏
見
最
大
手
の

月
桂
冠
が
1
9
6
1
年
機
械
化

を
伴
う
四
季
醸
造
蔵
を
建
設
以

降
、
こ
ち
ら
が
基
本

と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
な
お
、「
月
桂
冠
」

と
は
勝
利
と
栄
光
を

象
徴
し
て
の
11
代
大

倉
恒
吉
氏
1
9
0
5

年
の
酒
銘
で
、「
月

の
桂
」
は
、姉
小
路

有
長
卿
が
八
幡
宮
で

詠
ん
だ
「
か
げ
清
き

月
の
桂
の
川
水
を
夜

々
汲
み
て
世
々
に
栄
え
む
」
か

ら
、
13
代
目
増
田
徳
兵
衞
氏
が

1
9
6
4
年
に
「
ど
ぶ
ろ
く
」

濁
酒
を
一
般
消
費
者
向
け
の

「
に
ご
り
酒
」
に
商
品
化
し
た

酒
銘
で
、
文
化
人
が
多
種
多
様

に
集
い
あ
う
京
都
地
域
な
ら
で

は
の
パ
イ
オ
ニ
ア
的
ブ
ラ
ン
ド

と
も
評
価
さ
れ
て
い
る
。

　
京
都
の
造
り
酒
屋
の
大
家
族

を
描
い
た
映
画
に
「
小
早
川
家

の
秋
」（
小
津
安
二
郎
監
督
1

9
6
1
年
）
が
あ
る
。
早
く
に

妻
に
死
に
別
れ
た
当
主
万
兵
衛

（
中
村
雁
治
郎
）
が
か
つ
て
の

愛
人
つ
ね
（
浪
花
千
栄
子
）
や

そ
の
娘
と
の
交
流
に
心
の
安
ら

ぎ
を
感
じ
る
映
像
で
は
、
12
代

目
が
モ
デ
ル
と
も
あ
る
が
、
あ

る
い
は
、
年
齢
を
意
識
し
つ
つ

あ
っ
た
で
あ
ろ
う
監
督
自
身
の

心
の
揺
ら
ぎ
の
表
現
で
も
あ
っ

た
ろ
う
。
利
き
酒
を
相
伴
し
、

気
に
入
っ
た
平
安
京
、
柳
、
に

ご
り
酒
純
米
大
吟
醸
を
各
1
本

ず
つ
と
、
味
わ
い
も
酒
銘
も
興

味
深
い
吃
驚
仰
天
や
抱
腹
絶
倒

を
数
本
ず
つ
注
文
し
て
、
店
を

後
に
し
た
。
い
や
あ
、
伏
見
の

酒
が
こ
ん
な
に
美
味
し
い
と

は
、
こ
う
い
う
機
会
が
な
け
れ

ば
、
な
か
な
か
気
付
き
ま
せ
ん

で
し
た
。

　2016年度（16年４月１日～17年４月１日）の保険の自動継続手
続きが完了しました。ご加入いただきありがとうございました。加
入者カード（加入者証）は現在保険会社で作成中です。６月上旬に
加入者のみなさまにお届けしますのでいましばらくお待ちください。

医師賠償責任保険
個人情報漏えい保険
介護福祉事業者等賠償責任保険
16年度加入者証は６月上旬お届け

保険医協会の

　
2
0
1
3
年
度
の
京
都
包
括

支
援
推
進
団
体
交
付
金
の
事
業

と
し
て
、
相
楽
医
師
会
主
催
で

和
束
町
で
も
認
知
症
カ
フ
ェ
を

開
催
し
ま
し
た
。「
茶
源
郷
カ

フ
ェ　
そ
の
物
忘
れ
が
病
気
に

な
る
前
に
」、
と
し
て
園
地
区

の
公
民
館
で
地
区
住
民
30
人
の

参
加
を
得
て
行
い
ま
し
た
。

　
多
職
種
連
携
で
顔
の
見
え
る

関
係
を
構
築
す
る
こ
と
が
包
括

支
援
で
大
切
と
考
え
、
試
行
錯

誤
を
し
な
が
ら
の
開
催
で
し

た
。
医
師
、
歯
科
医
師
、
薬
剤

師
、
管
理
栄
養
士
が
15
分
ず
つ

認
知
予
防
な
ど
の
話
を
し
た

後
、
8
人
ぐ
ら
い
の
小
グ
ル
ー

プ
で
の
お
し
ゃ
べ
り
タ
イ
ム
と

う
こ
と
な
ど
和
束
町
で
は
な
い

こ
と
で
す
。
認
知
症
か
ら
話
が

広
が
り
、
孫
の
虫
歯
の
こ
と

や
、
薬
の
飲
み
忘
れ
対
策
、
ボ

ケ
防
止
の
献
立
な
ど
あ
っ
と
い

う
間
の
2
時
間
で
し
た
。
医
師

以
外
は
和
束
町
外
の
方
で
し
た
。

　
医
師
、
歯
科
医

師
、
薬
剤
師
は
こ

の
よ
う
な
住
民
相

手
の
お
話
会
の
経

験
が
少
な
く
、
な

か
な
か
話
の
調
子

が
乗
ら
な
か
っ
た

の
で
す
が
、
管
理

栄
養
士
は
女
性
で

あ
っ
た
こ
と
も
幸

い
し
た
の
か
、
高

齢
者
へ
の
受
け
が

一
番
良
か
っ
た
よ

う
で
す
。
聞
け

ば
、
食
事
の
話
は

対
話
相
手
に
そ
の
食
事
を
作
っ

て
い
た
だ
か
な
い
と
い
け
な
い

の
で
、
双
方
向
の
話
を
し
て
い

る
と
か
。
医
師
も
歯
科
医
師
も

薬
剤
師
も
、
気
を
つ
け
て
は
い

る
け
れ
ど
も
情
報
は
一
方
向
の

よ
う
だ
と
反
省
会
で
意
見
を
言

し
ま
し
た
。
4
人
の
ほ
か
に
、

ケ
ア
マ
ネ
、
福
祉
課
職
員
、
保

健
師
な
ど
が
そ
の
グ
ル
ー
プ
に

参
加
し
て
大
声
で
談
笑
し
ま
し

た
。
普
段
は
広
い
公
民
館
の
広

間
に
5
つ
の
話
の
輪
が
で
き
、

大
声
は
グ
ル
ー
プ
が
隣
り
あ
わ

せ
な
こ
と
と
、
少
し
耳
の
遠
い

方
が
お
ら
れ
る
せ
い
で
し
た
。

歯
科
医
の
先
生
か
ら
噛
む
こ
と

の
重
要
性
を
解
説
し
て
い
た
だ

い
た
の
で
す
が
、
参
加
者
が
高

齢
の
方
で
義
歯
の
方
が
多
く
、

中
に
は
総
入
れ
歯
の
方
が
お
ら

れ
、
話
が
か
み
合
わ
な
い
な

ど
、
楽
し
い
会
に
な
り
ま
し

た
。
医
師
、
歯
科
医
師
、
薬
剤

師
、
管
理
栄
養
士
が
一
度
に
揃

認
知
症
カ
フ
ェ

い
合
い
ま
し
た
。
ま
た
行
政
の

方
か
ら
も
こ
の
よ
う
な
会
を
住

民
に
し
て
い
き
た
い
が
、
地
区

に
偏
り
が
あ
っ
て
は
開
催
が
困

難
で
あ
る
と
か
、
普
段
で
は
聞

け
な
い
問
題
点
が
明
ら
か
に
な

り
ま
し
た
。

　
2
0
1
4
年
度
診
療
報
酬
改

定
か
ら
、
地
域
で
の
完
結
型
の

包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
が
求
め
ら

れ
、
16
年
改
定
で
は
よ
り
そ
の

流
れ
が
強
化
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
過
疎
の
地
域
で
は
、
社
会
資

源
の
不
足
か
ら
地
域
完
結
型
は

で
き
ま
せ
ん
。「
茶
源
郷　
そ

の
物
忘
れ
が
病
気
に
な
る
前

に
」
で
示
さ
れ
た
よ
う
に
、
他

地
区
か
ら
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
な
協

力
で
実
施
し
て
い
く
こ
と
が
大

切
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
に
つ
け

て
も
沢
山
の
方
と
お
話
す
る
の

は
愉
快
で
す
。

医師の診る風景
柳澤 衛（相楽）

　和束より❻

多
く
の
人
で
に
ぎ
わ
う
カ
フ
ェ

ま
ず
は
御
苑
の
梅
林
で
記
念
撮
影

お
酒
っ
て
、
本
当
に
美
味
し
い
で
す
ね
！美

味
し
い
お
酒
に
舌
鼓

2 0 1 6 年 (平成 2 8 年) 5 月 5 日第 2 9 6 4 号 京 都 保 険 医 新 聞毎月 5日･20日･25日発行 ( 6 )

日　時 7月31日（日）午後１時～７時
場　所 ホテルオークラ・4Ｆ「暁雲」
 （京都市中京区河原町御池）
内　容
① 第69回定期総会（第191回定時代議員会合併）
　　　　　　　　　 午後1時～3時

②講演会 午後3時10分～4時50分
　演題：「与謝蕪村・伊藤若冲生誕300年を迎えて」
　講師：京都嵯峨芸術大学 教授　佐々木 正子氏
③懇親会　　　　　　 午後5時～午後7時
　ジャズ演奏　ジャズシンガー　伊藤 君子氏
　福引き など
※（株）アミスセレクトの即売会も行います

月
の
桂
の
川
水
を
夜

日　時 7月31日（日）午後１時～７時
第69回定期総会

こんなに
美味しいとは！


